
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 

１．基本的な考え方 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明

 

３．企業属性 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE TOYOTA MOTOR CORPORATION

終更新日：2015年5月29日
トヨタ自動車株式会社

豊田 章男

問合せ先：0565 28 2121

証券コード：7203

http://www.toyota.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

 当社は、長期安定的な企業価値の向上を経営の 重要課題としています。その実現のためには、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域
社会、従業員等の各ステークホルダーと良好な関係を築き、お客様に満足していただける商品を提供することにより長期安定的な成長を遂げて 
いくことが重要と考えています。この考え方は、経営の基本方針である「トヨタ基本理念」にも記されており、また、これをステークホルダーとの関 
係から整理したＣＳＲ方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」として策定し、公表、展開しています。このような中で、グローバル企業として 
の競争力を一層強化していくために、様々な施策を講じて、コーポレート・ガバナンスの充実をはかっています。 

外国人株式保有比率 30%以上

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 351,323,830 10.28

株式会社豊田自動織機 224,515,684 6.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 160,750,968 4.70

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 
（常任代理人 （株）みずほ銀行決済営業部）

128,583,321 3.76

日本生命保険相互会社 120,084,490 3.51

ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリ  
バンク フォー デポジタリ レシート ホルダーズ

82,545,759 2.42

株式会社デンソー 82,533,366 2.41

資産管理サービス信託銀行株式会社 67,407,546 1.97

ジェーピー モルガン チェース バンク 
（常任代理人 （株）みずほ銀行決済営業部）

65,062,984 1.90

三井住友海上火災保険株式会社 64,063,595 1.87

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

 大株主の状況は、2015年３月31日現在の状況です。なお、上記のほか、当社が保有する自己株式271,183,861株があります。 

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、名古屋 第一部、札幌 既存市場、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 輸送用機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 300社以上

――― 

 ダイハツ工業株式会社と日野自動車株式会社は、当社が各社発行済株式の総数の過半数を保有する上場子会社であります。 
当社は、当該２社とは緊密な連携を保ちつつ、事業活動については独立性を尊重しています。 



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 

１．機関構成・組織運営等に係る事項 

【取締役関係】 

会社との関係(1) 

会社との関係(2) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 15 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宇野 郁夫 他の会社の出身者 △

加藤 治彦 他の会社の出身者 ○

Mark T. Hogan 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宇野 郁夫 ○

当社は、社外取締役の宇野郁夫氏が過 
去において業務執行者であった日本生命
保険相互会社と取引関係にありますが、 
取引の規模、性質に照らして、株主・投資
者の判断に影響を及ぼすおそれはないと
判断されることから、概要の記載を省略し
ています。

専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の
経営の意思決定に反映いただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で業務執行の妥当性を監督いただくこと 
ができると考えたため、当社の独立役員として
指定しています。

加藤 治彦 ○

当社は、社外取締役の加藤治彦氏が業 
務執行者である株式会社証券保管振替 
機構と取引関係にありますが、取引の規 
模、性質に照らして、株主・投資者の判断
に影響を及ぼすおそれはないと判断され 
ることから、概要の記載を省略していま 
す。

専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の
経営の意思決定に反映いただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で業務執行の妥当性を監督いただくこと 
ができると考えたため、当社の独立役員として
指定しています。



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

 

補足説明 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

Mark T. Hogan ○

当社は、社外取締役のMark T.Hogan氏が
過去において業務執行者であった旧ゼネ
ラルモーターズ社のほとんどの資産およ 
び一部の債務を承継したゼネラルモータ 
ーズ社と取引関係にありますが、取引の 
規模、性質に照らして、株主・投資者の判
断に影響を及ぼすおそれはないと判断さ 
れることから、概要の記載を省略していま
す。

専門分野を含めた幅広い経験、見識を当社の
経営の意思決定に反映いただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で業務執行の妥当性を監督いただくこと 
ができると考えたため、当社の独立役員として
指定しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無 あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

役員人事案策定会
議

4 ― 3 1 ― ― 社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬案策定会議 4 ― 3 1 ― ― 社内取締役

――― 

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 7 名

監査役の人数 6 名

 監査役会において会計監査人による監査計画や監査の方法および結果について定期的に報告を受けています。また、監査全般に関する事項 
について適宜会合を開催し十分な意見交換を実施しています。 
 内部監査に関しては、独立した専任組織が財務報告に係る内部統制の有効性を評価しています。監査役は、当該組織より、監査計画や監査の
方法および結果について、定期的あるいは必要に応じて随時に報告を受けています。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

松尾 邦弘 弁護士

和気 洋子 学者 ○

北山 禎介 他の会社の出身者 △

※ 会社との関係についての選択項目 
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」 
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）



会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

該当項目に関する補足説明 

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

松尾 邦弘 ○ ―――

専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づい
た助言をいただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で監査活動を実施いただくことができると 
考えたため、当社の独立役員として指定してい
ます。

和気 洋子 ○

当社は、社外監査役の和気洋子氏が業 
務執行者である一般社団法人世界経済 
研究協会と取引関係にありますが、取引 
の規模、性質に照らして、株主・投資者の
判断に影響を及ぼすおそれはないと判断
されることから、概要の記載を省略してい 
ます。

専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づい
た助言をいただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で監査活動を実施いただくことができると 
考えたため、当社の独立役員として指定してい
ます。

北山 禎介 ○

当社は、社外監査役の北山禎介氏が過 
去において業務執行者であった株式会社
三井住友銀行と取引関係にありますが、 
取引の規模、性質に照らして、株主・投資
者の判断に影響を及ぼすおそれはないと
判断されることから、概要の記載を省略し
ています。

専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づい
た助言をいただくため。 
また、当社の親会社・兄弟会社の業務執行 
者、当社の主要な取引先の業務執行者、当社
から役員報酬以外に多額の金銭・財産を受け 
取っている弁護士・会計士・コンサルタントまた
はそれらの近親者（二親等）に該当せず、取引
所規則により独立性の説明が要請される者の 
いずれにもあたらないことから、公正・中立な 
立場で監査活動を実施いただくことができると 
考えたため、当社の独立役員として指定してい
ます。

独立役員の人数 6 名

 独立役員の資格を満たす社外役員を全て独立役員に指定しています。 

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

 2010年8月までストックオプションを付与しておりましたが、2011年以降は付与しておりません。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

2010年8月までに既付与済みのストックオプションについて、行使権利が失効していない対象者です。 

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

 

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由 

 連結報酬等の総額が1億円以上の者は、有価証券報告書において個別開示を行っています。 
 有価証券報告書、事業報告は、当社のホームページにも掲載し、公衆の縦覧に供しています。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

 当社の取締役報酬額は、2011年６月17日開催の第107回定時株主総会決議により、月額130百万円以内と定められています。また、当社の 
監査役報酬額は、2008年６月24日開催の第104回定時株主総会決議により、月額30百万円以内と定められています。 

 取締役会上程議案の事前説明を実施するなど、十分な情報提供を常勤監査役や取締役等より行っています。なお、監査役の職務を補助する 
専任組織として監査役室を設置しています。 

 当社は2011年３月に「トヨタグローバルビジョン」を発表し、「ビジョン経営」のスタートを切りました。 
 それは、「豊田綱領」や「トヨタ基本理念」、「トヨタウェイ」などの創業以来の共通の価値観を踏まえて、お客様の期待を超える 
「もっといいクルマ」づくり、「いい町・いい社会」づくりに貢献することで、お客様・社会の笑顔をいただき、それを「安定した経営基盤」に 
つなげていく、というものです。 
 現状の業務執行体制は、2011年４月に導入したものが基盤になっています。「グローバルビジョンの実現」に向けて「取締役会のスリム化」や 
「役員意思決定階層の削減」などを実施し、お客様の声や現場の情報を迅速に経営陣に伝え、迅速に経営判断することに努めてまいりました。 
 2013年４月には、「事業・収益責任の明確化」を通じて「意思決定の迅速化」を一層推進することを狙いとした体制変更を行いました。具体的 
には、自動車に関する事業を、レクサス事業を担当する「レクサス・インターナショナル」、地域事業を統括する「第１トヨタ」・「第２トヨタ」、 
ユニット系の事業を集約した「ユニットセンター」の４つのビジネスユニットに分け、それぞれの事業・収益責任を負う体制に変更しました。 
 また、世界各地のお客様の期待を超える「もっといいクルマ」をつくり続けることで持続的に成長し、「トヨタグローバルビジョン」を 
実現していくために、全社直轄組織として「ＴＮＧＡ企画部」を新設し、「Toyota New Global Architecture(トヨタ・ニュー・グローバル・ 
アーキテクチャー)」を迅速に推進する体制を整えました。 
 役員体制については、当社の強みである「モノづくり」へのこだわり、現場重視、現地現物の精神を理解し実践できる人材を中心とすることが 
必要だと考えています。当社は、経営の意思決定に社外の声を一層反映するため、2013年６月開催の第109回定時株主総会において社外 
取締役３名を選任しました。現在当社には、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、証券取引所の 
規則等に定める独立性に関する諸規定を参考に選任しており、社外取締役の選任状況は適切であると考えています。社外取締役からは、 
当社の経営判断・意思決定の過程で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただいています。 
なお、取締役の選任については、会長・社長・人事担当副社長、社外取締役による「役員人事案策定会議」にて、 
また、報酬については、会長・社長・人事担当副社長、社外取締役による「報酬案策定会議」にて検討しています。 
 当社では、「インターナショナル・アドバイザリー・ボード」を設置し、随時、海外各地域の有識者からグローバルな視点で、様々な経営課題に関 
するアドバイスを受けています。その他、「労使協議会・労使懇談会」などの各種協議会を通じて、様々なステークホルダーの視点から、経営や 
企業行動のあり方について審議やモニタリングを行っています。 
 CSR・企業価値向上については、取締役会の下で、「コーポレート企画会議」で様々な社会課題に対してトヨタが提供する価値を織込んだ成長 
戦略を検討し、経営と一体としてのCSR・企業価値向上を全社で推進します。また、業務執行の監督として「コーポレートガバナンス会議」に 
おいて、それらの戦略を実現するガバナンス体制を審議します。さらに、従業員に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」を 
はじめとした複数の相談窓口を設置し、コンプライアンスに関する重要情報の早期把握に努めています。今後とも全世界のトヨタで働く人々の 
心構え・行動指針である「トヨタ行動指針」の一層の浸透をはかるとともに、各階層・各機能における教育や研修を通じて、企業倫理の徹底に 
努めていきたいと考えています。 
 当社は、監査役制度を採用しており、監査役６名（社外監査役３名を含む）は、監査役会が定めた監査の方針および実施計画に従って監査活動
を実施し、コーポレート・ガバナンスの一翼を担っています。また、当社は、監査役監査を支える人材・体制を確保しています。社外監査役からは、
公正・中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた助言をいただいています。現在当社には、社外監査役を選任するための 
独立性に関する基準または方針はありませんが、証券取引所の規則等の独立性に関する諸規定を参考に選任しており、社外監査役の選任状況
は適切であると考えています。内部統制・内部監査の状況については、監査役会、「コーポレートガバナンス会議」を通じて、また、会計監査に 
ついては、会計監査人により監査役会を通じて社外監査役を含む監査役に報告されています。内部監査に関しては、経営者直轄の独立した 
専任組織が、体制面の充実をはかり、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を米国企業改革法第404条ならびに金融商品取引法第24条の 
４の４第１項に従い、行っています。これらの監査役監査および内部監査に、外部監査人による会計監査を加えた３つの監査機能は、財務報告に
対する信頼性向上のため、定期的に、あるいは必要に応じて随時会合をもち、それぞれの監査計画と結果について情報共有、意思疎通を 
はかりながら、効率的で実効性のある監査を実施しています。 
 当社は、社外取締役および社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を 
限定する契約を締結しており、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としています。 

 当社は、お客様の声や現場の情報を迅速に経営陣に伝え、迅速に経営判断することに加え、その経営判断がお客様や社会に受け入れて 
いただけるものかを常にチェックできる体制を構築することが重要であると考えています。当社としては、社外取締役を含む取締役会と、社外 
監査役を含む監査役により、業務執行を監督・監査する現体制が 適であると考えています。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

 

２．ＩＲに関する活動状況

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2015年６月16日開催の第111回定時株主総会においては、株主総会招集通知を総会日の22
日前に発送するとともに、発送日に先立って当社ウェブサイトへ掲載しています。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日および準集中日を回避して開催しています。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットによる議決権行使を可能にしています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環
境向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する、機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加していま 
す。

招集通知（要約）の英文での提供
英文の招集通知を作成し、自社ホームページおよび機関投資家向け議決権電子行使プラット 
フォームへ掲載しています。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

個人投資家向けに定期的説明会を開催
説明会（不定期）の開催に加え、ホームページ上に個人投資家向けの専用ペ 
ージを設け、業績や事業内容などを分かりやすく掲載しています。

なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎に、決算報告並びに当該年度の経営戦略等をご説明しています。 
加えて、中長期的な経営の方向性に関する経営説明会（不定期）を開催して 
います。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
四半期毎に、決算報告並びに当該年度の経営戦略等を、現地訪問および電 
話会議形式等によりご説明しています。加えて、中長期的な経営の方向性に 
関する経営説明会（不定期）を米国・欧州にて開催しています。

あり

IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書などの法定開示資料に加えて、決算説明会その他の 
説明会資料をタイムリーに掲載しています。また、新車発表などの 
記者会見の動画配信を行い、情報提供の充実をはかっています。

IRに関する部署（担当者）の設置
経理部、広報部、ニューヨークおよびロンドンに常駐のIR担当を設置していま 
す。

その他 投資家との個別面談・工場見学の受け入れなど、多数実施しています。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

当社は、持続可能な発展のために、全てのステークホルダーを重視した経営を行い、オープン 
で公正なコミュニケーションを通じて、ステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努める 
ことを、ＣＳＲ方針「社会・地球の持続可能な発展への貢献」に明記し、公開しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社は、従来から企業の社会的責任（ＣＳＲ）を念頭に、経営を実践しています。ＣＳＲ方針「社 
会・地球の持続可能な発展への貢献」に、当社のＣＳＲに関する基本方針を記載し、社内外の 
ステークホルダーの方々に明確に示しています。環境問題への対応については、当社はこれを 
経営の 重要課題のひとつと位置づけ、1992年に「トヨタ地球環境憲章」を策定、全世界での 
中期の目標と取り組みについて「トヨタ環境取組プラン」を作成し、継続的に環境保全活動への 
取り組みを進めています。また、社会貢献活動に関しては、グローバルな事業展開の進展、 
社会からのトヨタへの期待の拡大等の情況を踏まえ、2005年に新たな「社会貢献基本理念・ 
方針」を定めました。豊かな社会の実現とその持続的発展のため、各国・各地域の実情に 
合わせた社会貢献活動を積極的に推進しています。これらのＣＳＲ活動については、 
「Sustainability Report」と題するレポートを作成し、公開しています。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は事業・財務状況と成果の適時かつ適正な開示を行うことをＣＳＲ方針「社会・地球の持続 
可能な発展への貢献」に掲げ、実践しています。具体的には、経理担当役員を委員長とする情 
報開示委員会を設置し、金融商品取引法に基づく有価証券報告書、四半期報告書、ならびに 
米国証券取引所法に基づく年次報告書の作成、報告および評価を目的とした定例委員会を開 
催するほか、必要な場合には、臨時委員会を適宜開催し、情報開示の正確性・公正性および適 
時性を確保しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

 

 当社は、「トヨタ基本理念」および「トヨタ行動指針」に基づき、子会社を含めて健全な企業風土を醸成しています。実際の業務執行の場において
は、業務執行プロセスの中に問題発見と改善の仕組みを組み込むとともに、それを実践する人材の育成に不断の努力を払っています。 
 以上の認識を基盤にした、会社法所定の以下の項目に関する当社の基本方針は次のとおりです。 
 
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
   １ 倫理規程、取締役に必要な法知識をまとめた解説書等を用い、新任役員研修等の場において、 
    取締役が法令および定款に則って行動するよう徹底します。 
   ２ 業務執行にあたっては、取締役会および組織横断的な各種会議体で、総合的に検討したうえで意思決定を行います。 
    また、これらの会議体への付議事項を定めた規程に基づき、適切に付議します。 
   ３ 企業倫理、コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要課題と対応について 
    コーポレートガバナンス会議等で適切に審議します。 
（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
     取締役の職務の執行に係る情報は、関係規程および法令に基づき、各担当部署に適切に保存および管理させます。 
（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
   １ 予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により所定の権限および責任に基づいて業務および 
    予算の執行を行います。重要案件については、取締役会や各種会議体への付議基準を定めた規程に基づき、適切に付議します。 
   ２ 資金の流れや管理の体制を文書化する等、適正な財務報告の確保に取り組むほか、 
    情報開示委員会を通じて、適時適正な情報開示を確保します。 
   ３ 安全、品質、環境等のリスクならびにコンプライアンスについて、各担当部署が、必要に応じ、 
    各地域と連携した体制を構築するとともに、規則を制定し、またはマニュアルを作成し配付すること等により、 
    管理します。 
   ４ 災害等の発生に備えて、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置および 
    保険付保等を行います。 
（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
   １ 中長期の経営方針および年度毎の会社方針を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行います。 
   ２ 取締役は、現場からの的確な情報に基づき、経営方針を迅速に決定するとともに、 
    当社の強みである「現場重視」の考え方の下、各地域・各機能・各工程における業務執行の責任者を定め、 
    幅広い権限を与えます。各業務執行責任者は、経営方針達成のため、 
    それぞれの業務計画を主体的に策定し、機動的な執行を行い、取締役はこれを監督します。 
   ３ 随時、各地域の外部有識者をはじめとした様々なステークホルダーの意見を聞く機会を設け、 
    経営や企業行動のあり方に反映させます。 
（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
   １ 各組織の業務分掌を明確化するとともに、継続的な改善を図る土壌を維持します。 
   ２ 法令遵守およびリスク管理の仕組みを不断に見直し、実効性を確保します。そのため、各部署が点検し、 
    コーポレートガバナンス会議等に報告する等の確認を実施します。 
   ３ コンプライアンスに関わる問題および疑問点に関しては、当社が外部に設置する企業倫理相談窓口等を通じて、 
    法令遵守および企業倫理に関する情報の早期把握および解決を図ります。 
（6）株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
    経営理念の共有のために、トヨタ基本理念やトヨタ行動指針を子会社に展開し、人的交流を通じた経営理念の 
    浸透も行うことで、企業集団の健全な内部統制環境の醸成を図ります。 
    また、子会社の財務および経営を管理する部署と事業活動を管理する部署の役割を明確化し、 
    子会社の位置づけに応じた多面的な管理を図ります。これらの部署は、子会社との定期および随時の情報交換を 
    通じて子会社の業務の適正性と適法性を確認します。 
    1）子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制 
      子会社の経営上の重要事項に関しては、子会社との間で合意した規程に基づき、当社の事前承認または 
      当社への報告を求めるとともに、当社の各種会議体への付議事項を定めた規程に基づき、 
      当社の取締役会等において審議します。 
    2）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
      財務、安全、品質、環境、災害等のリスク管理に関しては、子会社に対して、取り組みを推進する体制を整備し、 
      重大なリスクについて速やかに当社に報告することを求めるとともに、重要課題と対応については 
      当社の各種会議体への付議事項を定めた規程に基づき、コーポレートガバナンス会議等において審議します。 
    3）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
      子会社の取締役に対して、現場からの的確な情報に基づき、経営方針を迅速に決定するとともに、 
      業務分掌を定め、それに基づく適切な権限委譲を行い、業務が効率的に行われるよう求めます。 
    4）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 
      子会社に対してコンプライアンスに関する体制の整備を求め、当社はその状況について定期的に点検を行い、 
      その結果を当社のコーポレートガバナンス会議等に報告する等の確認を実施します。 
      子会社におけるコンプライアンスに関わる問題および疑問点に関しては、子会社が設置する内部通報窓口や、 
      当社が外部に設置する国内子会社を対象とした通報窓口等を通じて、子会社の法令遵守および 
      企業倫理に関する情報の早期把握および解決を図ります。 
（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの 
  独立性に関する体制及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する体制 
    監査役室を設置し、専任の使用人を数名置きます。当該使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならないものとし、 
    その人事については、事前に監査役会または監査役会の定める常勤監査役の同意を得ます。 
（8）監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを 
  受けないことを確保するための体制 
   １ 取締役は、主な業務執行について担当部署を通じて適宜適切に監査役に報告するほか、 
    当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告します。 
   ２ 取締役、専務役員、常務役員および使用人は、監査役の求めに応じ、定期的にまたは随時に、 
    事業に関する報告を行うほか、必要に応じ子会社の取締役等からも報告させます。 
    また、当社または子会社が設置する内部通報窓口への重要な通報案件についても、監査役に報告します。 
   ３ 監査役への報告をした者について、当該報告をしたことを理由として、不利な取扱いを受けることはない旨を 
    定めた規程を整備します。 
（9）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用 
  又は債務の処理に係る方針に関する事項 
    監査役の職務の執行に必要となる費用については、監査役が必要と考える金額を適正に予算措置するとともに、 
    予算措置時に想定していなかった事由のために必要となった費用についても、当社が負担します。  
（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
    主要な役員会議体には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧、会計監査人との定期的 
    および随時の情報交換の機会、ならびに必要に応じた外部人材の直接任用等を確保します。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

（1）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
   当社は、「トヨタ基本理念」および「トヨタ行動指針」に基づき、反社会的勢力との関係は一切持たないことを基本方針として 
   います。また、反社会的勢力・団体によるいかなる不当要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを 
   「トヨタ行動指針」に明記するなど周知徹底しています。 
（2）反社会的勢力排除に向けた整備状況 
 1）対応統括部署および不当要求防止責任者の設置状況 
   当社の主要拠点に反社会的勢力への対応を統括する部署（対応統括部署）を設け、不当要求防止責任者を設置してい 
   ます。また、反社会的勢力による不当要求、組織暴力および犯罪行為に対しては、直ちに対応統括部署に報告・相談する 
   体制も整備しています。 
 2）外部の専門機関との連携状況 
   警察が主催する連絡会等に加入するなど、平素より外部の専門機関と連携を深め、反社会的勢力への対応に関する指導を 
   仰いでいます。 
 3）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 
   対応統括部署において、有識者や警察等と連携することにより、反社会的勢力に関する 新情報を共有するとともに、かかる 
   情報を社内への注意喚起等に活用しています。 
 4）対応マニュアルの整備状況 
   反社会的勢力への対応方法に関する事例集等を作成し、社内各部に配付しています。 
 5）研修活動の実施状況 
   社内において反社会的勢力に関する情報を共有し、また、社内および当社のグループ会社において講演会を実施する 
   など、反社会的勢力による被害の未然防止に向けた活動を推進しています。



Ⅴその他 

１．買収防衛策の導入の有無 

該当項目に関する補足説明 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

買収防衛策の導入の有無 なし

特段の買収防衛策を導入する予定はありません。 

適時開示体制の概要 
 
 当社の会社情報の適時開示に係わる社内体制の状況は、以下のとおりです。 
 
（基本理念） 
 当社は事業・財務状況と成果の適時かつ適正な開示を行うことをＣＳＲ方針「社会・地球の継続可能な発展への貢献」に掲げ、実践している。 
 
（情報開示委員会とその目的） 
 当社は情報開示の正確性・公正性及び適時性を確保するために、経理担当役員を委員長とする情報開示委員会を設置している。 
 情報開示委員会は、金融商品取引法に基づく有価証券報告書、四半期報告書、ならびに米国証券取引所法に基づく年次報告書の作成、報告 
及び評価を目的とした定例委員会を開催するほか、必要な場合には、臨時委員会を適時開催している。 
 
（情報開示委員会の手続き） 
 情報開示委員会は以下の手続きを実施する。 
（１）情報の収集 
   情報開示委員会における重要性の判断基準に基づき、開示義務が生じる可能性のある当社及び子会社の情報を、各部署に設けた 
   情報開示責任者との定期・適時連絡などを通じて収集する。 
（２）開示すべき重要情報の評価 
   収集した情報について、上場証券取引所規則および金融商品取引法ならびに米国証券取引所法をはじめとする関係法令、規則、ガイドライ 
   ン等に基づき開示判断を行う。 
（３）評価に基づく開示 
   上記判断に基づき、必要な場合には、会社代表者への報告及び開示書類に対する認証の手続きを経て、適時迅速な開示を行う。また、監査
   役（会）は、必要に応じて情報開示委員会から報告を受け、会社代表者に対し報告又は質疑応答等の機会を設けることができる。 
（４）情報収集・開示手続きにおける適正性の確保 
   情報開示プロセス全体を通して、内部監査担当部署による評価を実施、また、独立性のある外部監査人及び外部弁護士による開示統制と手
   続きの確立に関する支援及び開示情報の充足性・適正性に関するアドバイスを得ることにより、適時開示に係わる社内体制の一層の充実に
   努めている。 
（５）社内規定の整備 
   上記各手続き及び組織構成の詳細については、社内情報開示ガイドラインにおいて規定する。 
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